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栃木県環境影響評価技術指針 
平成11年6月11日栃木県告示第367号 

一部改正 令和 2年12月1日栃木県告示第612号 

第１ 趣旨 

１ この栃木県環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)は、栃木県環境影響評価条例(平成１

１年栃木県条例第２号。以下「条例」という。)第４条第１項の規定に基づき、既に得られている科学

的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価及び事後調査の項目並びに当該項目に係る調査、予測及

び評価を合理的に行うための手法の選定その他環境影響評価及び事後調査を行うために必要な技術的事

項を定めるものとする。 

２  この技術指針は、対象事業に共通するものとして定めるものであり、技術指針に定めるところにより

環境影響評価及び事後調査(以下「環境影響評価等」という。)を行うに当たっては、対象事業の種類、

規模その他事業計画の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象事業実施区域及びその周囲の自然的

社会的状況(以下「地域特性」という。)を勘案して、必要に応じてこの技術指針に記載のない事項につ

いても考慮するものとする。 

３ この技術指針は、今後の事例の集積又は科学的知見の進展等に応じて必要な改訂を行うものとする。 

 

 

第２ 基本的事項 

１ 対象事業に係る計画(以下「事業計画」という。)の策定に当たっては、栃木県環境基本条例(平成８年

栃木県条例第２号)、栃木県環境基本計画その他環境保全に関する県の計画の内容を十分勘案するもの

とする。 

２ 環境影響評価の手続の開始時期は、事業計画の修正が比較的容易なできる限り早期の段階とし、事業

の実施をより環境の保全に適正に配慮したものとするため、事業計画を確定するまでの各段階において

環境影響をできるだけ回避、低減する視点から必要に応じて事業計画の見直し検討を行うものとする。 

３ 調査、予測及び評価は、環境影響評価の環境項目として選定したもの(以下「選定項目」という。)ご

とに行うものとする。 

４ 環境影響評価において、事業の実施が環境に及ぼす影響を緩和する方法を検討するに当たっては、第

７の５に示す考え方に基づき、回避、低減及び代償の順に検討するものとする。 

 

 

第３ 対象とする環境要素 

環境影響評価の対象は、第６の表－１に掲げる環境を構成する要素(以下「環境要素」という。)とする。 

なお、事業特性及び地域特性を勘案して、必要に応じて環境要素を追加又は削除するものとする。 

 

 

第４ 対象地域 

環境影響評価の対象とする地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要

素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 
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ＮＯ 

ＮＯ 

第５ 実施手順 

環境影響評価等は、原則として次の手順により実施する。 

図－１ 環境影響評価等の実施手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

評 価 

ＹＥＳ 
 

 

記 載 事 項 の 再 検 討 

ＹＥＳ 

 

第６ 環境影響評価方法書の作成 

１ 事業計画の策定 

⑴ 事業計画の概要の策定に当たっては、第２の環境影響評価等の基本的事項を踏まえて策定するもの

とする。 

⑵ 環境への影響をできる限り回避、低減したものであるか否か、又、実行可能なより良い技術が取り

入れられているか否かという視点を踏まえ、複数案について幅広く比較検討するものとする。 

２ 地域概況の調査 

⑴ 対象事業の実施に係る調査、予測及び評価の項目の予備的選定を行うため、事業特性及び地域特性

を勘案して、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を対象に表－２を参考に

対象事業実施区域及びその周囲の概況(以下「地域概況」という。)について選定項目に係る予測   

  事 業 計 画 の 策 定 

事 業 計 画 の 修 正 

環境保全措置の検討 

  地 域 概 況 の 調 査 

 

項目及び手法の予備的選定 

環境影響評価方法書の作成 

項 目 及 び 手 法 の 選 定 

  

項目及び手法の再検討 

環境影響評価準備書の作成 

環 境 影 響 評 価 書 の 作 成 
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及び評価に必要な範囲の情報を把握するものとする。 

⑵ 地域概況の把握は、入手可能な最新の文献又は資料(以下「既存文献等」という。)の収集に努める

ものとし、既存文献等がない場合又は不備な場合は、必要に応じて関係地方自治体、専門家その他当

該環境影響評価に関する知見を有する者(以下「有識者等」という。)からの聴取(以下「聞き取り」と

いう。)若しくは現地調査によるものとする。ただし、有識者等から聞き取りした場合は、その日時及

び相手方等を整理しておくこと。 

３ 項目及び手法の予備的選定 

⑴ 環境影響要因の抽出 

環境影響評価を行う時点における事業計画の内容等を踏まえ、対象事業の実施により環境に影響を

及ぼすおそれのある行為(工事完了後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動そ

の他の人の活動を含む。)又はその行為から発生する要因(以下「環境影響要因」という。)を、表－３

などを参考に工事中及び工事完了後のそれぞれの段階について抽出するものとする。 

なお、事業特性及び地域特性に応じて、必要がある場合は、環境影響要因を追加又は削除して抽出

するものとする。 

⑵ 項目の選定 

前項で抽出した環境影響要因と事業特性及び地域特性を勘案し、表－３などを参考に環境影響要因

ごとに、当該要因によって環境影響を受けるおそれのある環境項目の小区分を明らかにするものとす

る。 

この場合において、法令等による規制又は目標の有無及び環境影響要因が環境要素に及ぼす影響の

重大性等も考慮し、客観的かつ科学的な検討に基づき必要に応じて環境項目を追加又は削除して環境

影響評価の項目を選定し、その結果を一覧できるようにとりまとめるものとする。 

なお、国の技術的な指針等があるときは、これらを参考に環境影響要因及び環境項目を設定できる

ものとする。 

⑶ 追加又は削除の項目 

ア 追加の対象となる項目 

(ｱ) 事業特性が、相当程度の環境影響を及ぼすおそれがある項目 

(ｲ)  対象事業実施区域又はその周囲に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が環

境影響を及ぼすおそれがある項目 

ａ 環境影響を受けやすい地域その他の対象に係る項目 

ｂ 環境の保全を目的とした法令等により指定された地域その他の対象に係る項目 

ｃ  環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域における当該悪化に係る項

目 

イ 削除の対象となる項目 

(ｱ) 環境影響がないか又はその程度が小さいことが明らかである項目 

(ｲ)  対象事業実施区域又はその周囲に環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないこ

とが明らかである項目 

⑷ 手法の選定 

調査、予測及び評価の手法の選定は、選定する項目ごとに、項目の特性及び対象事業が及ぼすおそ

れがある環境影響の重大性について、表－１に掲げる環境項目ごとに第１１、第１２及び第１３に掲

げる手法(以下「標準手法」という。)を参考に環境影響要因と事業特性及び地域特性の関係並びに法

令等における規制又は目標の有無等を勘案し、客観的かつ科学的な検討に基づき、必要に応じて手法

を重点化又は簡素化して、調査、予測及び評価の手法を選定し、その結果を以下のとおり分類整理し

て一覧できるようにとりまとめるものとする。 

ア 環境影響評価を詳細に行う項目(２以上の手法を組み合わせて行う項目を含む。) 

イ 環境影響評価を標準的に行う項目 

ウ 環境影響評価を簡素化して行う項目

エ 一般的な環境保全対策で対処する項目
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オ 環境影響評価を行わない項目 

 ⑸ 手法の重点化又は簡素化 

 ア 手法の重点化 

(ｱ) 事業特性が、選定項目に係る著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合 

(ｲ)  対象事業実施区域又はその周囲に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が環

境項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがある場合 

ａ 選定項目に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象 

ｂ 選定項目に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象 

ｃ 選定項目に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域 

イ 手法の簡素化 

(ｱ) 選定項目に係る環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 

(ｲ)  選定項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、標準的な調査の手法より簡易な手

法で収集できることが明らかである場合 

(ｳ) 類似の事例により環境影響の程度が明らかである場合 

(ｴ)  対象事業実施区域又はその周囲に選定項目に係る環境影響を受ける地域その他の対象が相当期

間存在しないことが想定される場合 

⑹ 留意事項 

ア 地域概況の調査の結果についての事業計画への配慮に当たっては、栃木県環境基本計画における

主体別配慮指針、地域別配慮指針及び事業別配慮指針の内容と整合を図るものとする。 

イ 環境影響評価の項目の選定、選定項目の分類並びに調査、予測及び評価の手法の選定を行ったと

きは、その理由を明らかにすること。 

ウ 環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に調査の手法を記載する場合にあっては、既に入

手している情報の範囲内で、調査の地点、経路、調査の期間、時期、時間帯、調査の方法等につい

て、できる限り具体的に記載すること。 

エ 環境影響評価の項目の選定、選定項目の分類並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって

は、第６の２の予備調査により把握した情報を踏まえ、必要に応じて有識者等の助言を受けて行う

こと。(ただし、有識者等の助言を受けた場合は日時及び相手方等の状況を整理しておくこと。) 

オ 環境影響評価項目の選定に当たっては、第７の７において環境影響の総合的評価を行うことを踏

まえ環境項目の相互の関係を十分考慮して選定すること。 
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表－１ 環境要素の内容 
 
大 区 分 中 

 
区

 
分 

 
小 区 分 

 

 

 

 

 

 

環境の構成要

素の良好な状

態の保持 

大 気 質 
二酸化硫黄、二酸化窒素及び一酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状
物質、微小粒子状物質、ベンゼン等、ダイオキシン類、炭化水素、
有害大気汚染物質、その他必要な項目 

水   質 
(底質を含む｡) 

生活環境の保全に関する項目、人の健康の保護に関する項目、ダイオ
キシン類、その他必要な項目 

水   象 河川、湖沼、地下水の流況 

土   壌 特定有害物質、銅、ダイオキシン類、その他必要な項目 

騒   音 環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、道路交通騒音、新幹線鉄道騒

音、航空機騒音、低周波音 

振   動 環境振動、工場振動、建設作業振動、道路交通振動 

地   盤 地盤沈下、地下水位 

悪   臭 臭気指数、その他必要な項目 

地形・地質 地形・地質 

反 射 光 反射光 

生物多様性の

確保及び自然

環境の体系的

保全 

植   物 種子植物、シダ植物、その他必要な植物 

動   物 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、その他必要な動物 

生 態 系 地域を特徴づける生態系 

地域景観の保

全と触れ合い

活動の場の確

保 

景   観 眺望点、景観資源、眺望景観 

人と自然との 
触れ合い活動の場 

レクリエーション資源、触れ合い活動の場 

環境への負荷

の低減 

廃棄物等 廃棄物、建設副産物 

温室効果ガス等 
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、 
パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、オゾン層破壊物質 

そ の 他 その他の項目 日照阻害、その他知事が必要と認める項目 
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表－２ 地域概況に係る項目 
 

項 目 調      査      事      項 

人 口 人口分布、人口密度、人口動態等 

産 業 産業構造、産業別就業人口、工場・事業場等の発生源の状況等 

交 通 道路・交通状況、鉄道の利用状況等 

土 地 利 用 土地利用の概況、用途地域、農地・林地の分布等 

水 域 利 用 水域(地下水を含む。)の概況、水面利用、水利権等の状況、水利用状況等 

公 共 施 設 等 
学校、病院その他環境配慮が必要な施設の配置の状況、住宅が集合している地
域の状況、公園、緑地、下水道、ごみ処理施設等の状況 

関 係 法 令 の 

指 定 ・ 規 制 等 

環境保全を目的とした法令等により指定された地域その他の対象に係る規制等 
の内容その他の状況、文化財・史跡名勝・天然記念物等 

気 象 気象の状況 

大 気 質 大気質の概況 

水 質 水質の概況、底質の概況 

水 象 河川、湖沼及び地下水等の状況 

土 壌 土壌の概況(土地利用の履歴を含む。) 

騒 音 騒音の概況 

振 動 振動の概況 

地 盤 地盤の概況(地下水位、地盤沈下の概況を含む。) 

悪 臭 悪臭の概況 

地 形  ・  地 質 地形・地質の概況 

反 射 光  土地利用の状況、地形の状況 

植物 ・ 動物・生態系 植物・動物の概況、生態系の概況 

景 観 景観の概況 

人 と 自 然 と の 

触れ合い活動の場 

野外レクリエーション地及び日常的な人と自然の触れ合い活動の場の概況 

廃 棄 物 等 廃棄物処理の状況、周辺の処理施設の処理能力等 

温室効果ガス等 温暖化防止対策、オゾン層破壊物質の処理状況等 



7 

表－３  環境項目抽出マトリックス 
 

 
環境項目 

 

環境影響要因 

大
気
質 

水
質 

水
象 

土
壌 

騒
音 

振
動 

地
盤 

悪
臭 

地
形
・
地
質 

反
射
光 

植
物 

動
物 

生
態
系 

景
観 

人
と
自
然
と
の
触 

れ
合
い
活
動
の
場 

廃
棄
物
等 
温
室
効
果
ガ
ス
等 

 

 
工 

 

 

事 
 

 

中 

樹木の伐採等 ○ ○ ○  ○ 
   

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

切土工・盛土工 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

掘削 ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
 

○  ○ ○ ○ 
  

○ 
 

杭打ち 
    

○ ○ 
   

 ○ ○ ○ 
    

機器・資材の運搬 ○ 
   

○ ○ 
  

○  ○ ○ ○ 
    

コンクリート工 
 

○ 
  

○ ○ 
   

 ○ ○ ○ 
    

削孔爆破 ○ 
   

○ ○ 
   

 ○ ○ ○ 
  

○ 
 

廃材・廃土の発生 ○ ○ 
 

○ ○ ○ 
       

○ ○ ○ 
 

工事用道路の建設 ○ ○ 
 

○ ○ ○ 
  

○  ○ ○ ○ ○ 
 

○ 
 

                  

 

 
存

在 

・

供

用 

ばい煙等の発生 ○ 
  

○ 
   

○ 
 

 ○ ○ ○ ○ 
 

○ ○ 

自動車の走行 ○ 
   

○ ○ 
   

 ○ ○ ○ 
   

○ 

汚水等の排水 
 

○ 
 

○ 
   

○ 
 

 ○ ○ ○ 
  

○ 
 

騒音・振動の発生 
    

○ ○ 
   

 ○ ○ ○ 
    

地下水採取 
 

○ ○ 
   

○ 
 

○  ○ ○ ○ ○ 
   

悪臭の発生 
       

○ 
   

○ ○ 
    

廃棄物の発生 ○ ○ 
 

○ 
   

○ 
 

 ○ ○ ○ ○ 
 

○ 
 

建築物等の存在 
         

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
  

有害物質の発生 ○ ○ 
 

○ 
     

 ○ ○ ○ 
  

○ 
 

雨水浸透力の変化 
 

○ ○ 
              

                  

(注)  この表は、環境項目を抽出する場合の一つの目安として示したものであり、対象事業及び地域の環

境特性や他の客観的かつ科学的技術的な知見等も考慮して、必要に応じて環境項目を追加又は削除し

て調査・予測・評価項目の選定を適宜行うものとする。 

なお、国の技術的な指針等があるときは、これらを参考に環境影響要因及び環境項目を設定でき

るものとする。
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第７ 環境影響評価準備書の作成 

１ 項目及び手法の選定 

方法書についての知事の意見を尊重するとともに、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見に

配意して環境影響評価の項目の選定並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定を行う。 

２ 調査 

⑴ 調査方法 

対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を調査区域とし、表－２について、

第６の２の方法により地域概況を把握し、事業特性及び地域特性を勘案して前記１で選定した予測及

び評価の項目について対象事業の実施が環境に及ぼす影響を予測、評価するための必要な水準を確保

するために、選定項目ごとに第１１に定める調査方法により行うものとし、既存文献等の活用、聞き

取り調査及び現地調査により行うものとする。 

なお、調査により得られた情報を整理し又は解析した結果、新たな情報又はより詳細な情報が必要

と認められる場合は、補足調査を行うものとする。 

⑵ 調査範囲 

環境影響評価の調査の対象とする範囲(以下「調査範囲」という。)は、対象事業実施区域及び既に

入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域

又は土地の形状が変更される区域、工作物が新設若しくは増改築される区域及びその周辺の区域その

他調査に必要な区域を含む範囲を選定項目ごとに適切に設定するものとする。 

⑶ 調査地点 

調査範囲の中で重点的に情報を収集する地点(以下「調査地点」という。)は、第１１に定めると

おりとし、調査内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地

点その他対象事業の実施が環境に及ぼす影響を明らかにするために適切かつ効果的であると認められ

る地点とする。 

⑷ 調査時期等 

調査に係る時期、期間又は時間帯等(以下「調査時期等」という。)は、第１１のとおりとし、事業

特性、気象や水象、特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況などの地域特性並びに社会的状況

を踏まえ、対象事業の実施が環境に及ぼす影響を明らかにするために適切かつ効果的であると認めら

れる調査時期等を選定項目ごとに設定するものとする。 

⑸ 留意事項 

ア 調査に当たっては、既存文献等の名称、調査の前提条件並びに調査方法、調査範囲、調査地点及

び調査時期等の設定根拠等を明らかにし、その妥当性を確認できるように整理しておくこと。 

なお、希少生物の調査情報の公開については、必要に応じ種及び場所を特定できない整理方法を

工夫するなど、希少生物の保護に配慮すること。 

イ 調査方法については、調査の実施そのものに伴う環境影響ができる限り少ないものを選定するこ

と。 

ウ 調査範囲及び調査地点の設定に当たっては、必要に応じて現地の状況を確認すること。また、調

査時期等の設定に当たっては、季節変動又は日変化等の変動並びに繁殖や渡り等の生活史を考慮し

て設定すること。 

エ 既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ現地調査を実施する場合においては、当該観測結

果と現地調査結果を比較できるように整理すること。 

オ 法令等により調査法等が定められている選定項目について、当該方法以外の方法を選定する場合
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は、その調査結果と法令等により定められている基準又は目標値を比較できるように整理すること。 

カ  地域概況調査及び現地調査で収集した基礎資料については内容を整理し、必要に応じて明らかに

できるよう一定期間適切に保管すること。 

３ 項目及び手法の再検討 

⑴ 予測及び評価に係る項目の再検討 

環境影響評価を行う過程において、新たに保全すべき対象が判明した場合又は保全する必要性がな

いことが判明した場合など予測及び評価の項目の選定に係る新たな事情が明らかになった場合は必要

に応じて項目の選定を見直すものとする。 

なお、項目を追加する場合にあっては、追加の調査を行うものとし、項目を削除する場合にあって

はその理由を明確にするものとする。 

⑵ 予測及び評価に係る手法の再検討 

環境影響評価を行う過程において、予測及び評価の手法の選定に係る新たな事情が明らかになった

場合は必要に応じてその項目に係る予測及び評価の手法を見直すものとする。 

なお、手法を簡素化する場合等にあっては、その理由を明確にするものとする。 

４ 予測 

⑴ 予測手法 

予測は、対象事業が環境に及ぼす影響を把握し、環境の保全についての適正な配慮を行うための環

境保全措置の検討に必要な水準を確保するために、選定項目ごとに理論計算に基づく計算、模型によ

る実験、他事例の引用又は解析その他の方法により定量的に把握する方法により行うものとし、工事

中及び工事完了後における環境の状況の変化又は環境への負荷の量を第１２に定める予測手法により

行うものとする。 

なお、選定項目により定量的な把握が困難な場合にあっては、類似事例又は経験則等を参考に定性

的に把握する方法により行うことができるものとする。 

⑵ 予測範囲 

予測の対象とする範囲(以下「予測範囲」という。)は、調査範囲のうちから、事業特性、地域特性

及び調査結果を踏まえ、選定項目ごとに環境影響を受けるおそれがある地域を適切に設定するものと

する。 

⑶ 予測地点 

予測範囲の中で重点的に予測を行う地点(以下「予測地点」という。)は、次のとおりとし、事業特

性や選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況、地形、地盤、気象及び水象の状況等を踏まえて

地域を代表する地点を選定理由とともに記載するものとする。 

なお、予測地点の設定に当たっては、調査地点との関係について整理しておく必要がある。 

ア 特に環境影響を受けるおそれがある地点 

イ 保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点 

ウ その他対象事業の実施が環境に及ぼす影響を予測及び評価するために適切かつ効果的と認められ

る地点 

⑷ 予測対象時期等 

予測範囲の中で重点的に予測を行う時期、期間又は時間帯(以下「予測対象時期等」という。)は次

のとおりとし、事業特性や選定項目の特性及び保全すべき対象の状況、地形、地盤、気象又は水象の

状況等を踏まえ、環境への影響を明らかにするために適切な時期等を選定項目ごとに設定するものと

する。 
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なお、供用開始後の定常状態に至るまでに長期間を要する場合又は予測の前提条件が予測期間内で

大きく変化する場合においては、必要に応じて中間的な時期における予測を行うものとする。 

ア 工事の実施による環境影響が最大になる時期 

イ 供用により環境影響が最大になる時期 

ウ 供用開始後の定常状態 

エ 相当程度の環境影響が継続する時期 

オ その他予測に適切かつ効果的であると認められる時期、期間又は時間帯 

⑸ 留意事項 

ア 予測に当たっては、予測手法の特徴、その適用範囲、予測地域及び予測地点の設定根拠、調査地

点との位置関係並びに予測の前提条件、予測で用いた原単位及び係数その他予測に関する事項の内

容及び妥当性を選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、明らかにできるように整理して

おくこと。 

イ 予測は、通常の事業活動を前提とし、その中で環境影響が最大になる場合を想定して行うこと。 

ウ 季節変動、日変化及び繁殖や渡り等の生物の生活史等により特定の時期に環境影響が大きく現れ

る場合並びに漁期等の社会的状況も考慮するものとする。 

エ 予測の前提条件として、新たな手法を用いる場合その他環境影響評価の予測に関する知見が十分

に集積されていない場合において、予測の不確実性の程度についてその内容を記載すること。 

オ 予測に当たっては、対象事業以外の事業活動その他の地域の環境の状況を変化させる要因により

もたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合又は現在の環境の

状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を勘案して予測を行うものと

する。 

カ 事業者以外の国又は地方公共団体により行われる環境保全施策を前提条件として予測を行う場合

にあっては、当該措置の規模及び時期等の内容を記載し、その効果を十分に整理し確認しておくこ

と。 

５ 環境保全措置の検討 

⑴ 環境に著しい影響を及ぼすものとなるおそれがある場合 

ア 環境の保全について適正に配慮するため、必要に応じて事業計画の見直し検討を行い、見直した

事業計画の内容に応じて必要な調査及び予測を再度行うものとする。 

イ 環境保全措置を追加的に実施するなど、環境保全措置の変更を行うこととした場合においては、

当該項目に係る必要な調査及び予測を再度行うものとする。 

⑵ 環境影響ができる限り回避、低減されていない場合 

ア 選定項目に係る環境影響について、環境保全措置をできる限り具体的に検討し、検討した事業計

画の内容に応じて必要な調査及び予測を再度行うものとする。 

この場合において、栃木県環境基本計画における主体別配慮指針、地域別配慮指針及び事業別配

慮指針の内容との整合を図るものとする。 

イ 環境基準等が示されている場合にあっては、当該環境基準等の達成に努めるための環境保全措置

も併せて検討するものとする。 

ウ 環境保全措置の検討に当たっては、実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回

避、低減することを優先することとし、環境影響を緩和するために、事業の実施により損失する環

境要素と同種の環境要素を創出すること等により環境保全上の価値を代償するための措置(以下「代

償的措置」という。)については、他にとるべき適切な措置がない場合に限って検討するものとする。 
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⑶ 検討結果の整理 

環境保全措置の検討に当たっては、次に掲げる事項を具体的に明らかにできるよう整理するものと

する。 

ア 環境保全措置の内容(施設の構造又は配置、環境保全設備、工種・工法並びに代償的措置の検討な

ど当該措置を講じることとするに至った検討の状況を含む。)、実施主体、実施期間その他の環境保

全措置の実施方法 

イ 環境保全措置の効果、環境保全措置を実施した後の環境の状況の変化を予測した結果、環境保全

措置を実施したにも関わらず存在する環境影響及び環境保全措置の効果の不確実性の程度 

ウ 環境保全措置の実施により生じるおそれがある環境影響 

エ 代償的措置を検討する場合にあっては、環境影響評価を回避、低減することが困難である理由 

オ 代償的措置を検討する場合にあっては、事業の実施により損失する環境と代償的措置によって創

出される環境に関し、それぞれの位置及び周囲の環境の状況並びに損なわれる環境、創出される環

境に係る環境項目の種類及び内容 

６ 評価 

調査、予測及び環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)の検討の結果に基づき、環

境の保全についての適正な配慮がなされているか否かを選定項目ごとに検討することにより評価を行う

ものとする。 

なお、評価の結果、必要に応じて環境保全措置の再検討を行うものとする。 

⑴ 評価の方法 

ア 対象事業に係る幅広い複数案を時系列的に若しくは並行的に比較検討する方法その他の方法を通

じて、環境への影響をできる限り回避、低減しているか否か、又は実行可能な範囲でより良い技術

が取り入れられたものとなっているか否かについて事業者が検討し、見解を明らかにすることによ

り行うものとする。 

イ 国又は地方公共団体により環境の保全の施策として選定項目に関する環境要素に係る基準又は指

針値等(以下「環境基準等」という。)が示されている場合にあっては、環境基準等及び栃木県環境

基本計画等と整合が図られているか否かについても検討するものとする。 

７ 環境影響の総合的評価 

選定項目のそれぞれについて、予測及び評価の結果並びに環境保全措置の検討結果の概要を一覧でき

るようにとりまとめ、当該結果を踏まえ、他の選定項目に係る環境要素に及ぼす環境影響を含め、評価

結果の相互の関係を検討することにより環境影響の総合的な評価を行う。 

なお、評価結果の相互の関係に不整合が生じる場合は、必要に応じて環境保全措置の再検討を行う。 

８ 事後調査の計画の策定 

事後調査は、予測及び評価結果の不確実性の程度が大きい場合又は講じることとした環境保全措置の

効果に係る知見が不十分な場合並びに効果が判明するまでに時間を要する環境保全措置を講じた場合等

において、工事中や供用開始後の環境の状態及び環境への負荷の状況を把握し、環境保全対策の効果を

検証するために、環境への影響の重大性に応じて行うこととし、その結果、必要に応じて適切な環境保

全措置を講じるものとする。 

⑴ 事後調査の項目の選定 

調査項目は次のとおりとし、予測及び評価結果の不確実性の程度を考慮し、環境への影響の重大性

に応じて選定する。 

ア 予測及び評価結果の不確実性の程度が大きい項目 
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イ 環境保全措置の効果に係る知見が不十分な項目 

ウ その他環境の状態や環境への負荷の状況を把握する必要がある項目 

⑵ 事後調査の手法 

事後調査は、環境影響評価の結果との比較検討ができる手法により行う。 

⑶ 事後調査の範囲及び地点 

事後調査は、環境影響評価の結果との比較検討ができる範囲及び地点とするが、必要に応じてその

他の範囲及び地点においても状況を把握する。 

⑷ 事後調査の期間等 

事後調査は、環境影響評価の結果との比較検討ができる期間等とするが、必要に応じてその他の期

間等の状況も把握する。 

⑸ 記載事項 

事後調査の計画には、次に掲げる事項を明らかにするものとする。 

ア  事後調査を行うこととした理由 

イ  事後調査の項目、手法及び実施時期 

ウ  事後調査の結果により環境影響の程度が著しいものとなることが明らかになった場合の対応方針 

エ  事後調査の結果の報告の時期及び公表の方法に関する事項 

オ 地方公共団体その他事業者以外の者(以下「地方公共団体等」という。)が把握している環境モニ

タリング等他の環境の状況に関する情報を活用しようとする場合は、当該地方公共団体等との協力

関係又は当該地方公共団体等への要請の方法及び内容 

カ 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の名称並びに当該実

施主体との協力関係又は当該実施主体への要請の方法及び内容 

 

 

第８ 環境影響評価書の作成 

環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)についての知事の意見を尊重するとともに、環境の保全

の見地からの意見を有する者の意見に配意して、準備書に記載された次の事項について再検討し、環境影

響評価書(以下「評価書」という。)を作成するものとする。 

なお、準備書に記載された次の事項について再検討した結果、環境の保全について適正に配慮するため

事業計画の見直しや追加的な環境保全措置の実施その他準備書の記載事項を修正する必要があると認める

場合は、当該修正に係る予測及び評価を再度行うものとする。 

１ 対象事業の規模 

２ 対象事業に係る施設及び工作物の構造又は配置並びに土地利用 

３ 対象事業実施区域の位置 

４ 事業の実施期間及び工法等の工事計画の概要 

５ 切土、盛土その他土地の造成計画及び土石捨場又は採取場の位置及び規模 

６ 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

７ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果 

８ 環境保全措置 

９ 環境影響の総合的評価 

10 事後調査の計画 

11 関係地域の範囲 
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12 供用開始後の事業計画 

13 その他知事が必要と認める事項 

 

 

第９ 事後調査報告書の作成 

１ 事後調査の実施 

工事中や供用後の環境の状態や環境への負荷の状況及び環境保全措置の効果など予測及び評価の結果

を検証するために、評価書に記載された事後調査の計画に基づき、事後調査を行うものとする。 

２ 事後調査の結果の検討 

環境の状況、事業の実施状況、環境保全措置の実施状況及びその効果との関係を時系列的に整理する

ことにより、環境影響評価の結果との比較検討を行うものとする。 

なお、この場合、調査時点における気象、水象の状況その他の事項との関連についての検討を踏まえ

て整理すること。 

３ 環境保全措置の見直し 

⑴ 事後調査の結果により環境影響が著しいものとなることが明らかになった場合については、評価書

に記載された対応方針に基づき、環境保全措置を見直し、追加的な事後調査を実施するものとする。 

⑵ 事後調査の結果、環境影響評価の結果と異なる場合や予測し得なかった環境影響が生じた場合など

環境影響評価の結果との間に不整合が生じた場合は原因の究明に努めるとともに、必要に応じて環境

保全措置を見直し、追加的な事後調査の実施を検討するものとする。 

４ 事後調査報告書の提出 

事後調査結果については、事後調査の計画に基づき、工事中と工事完了後の時期に区分してできるだ

け速やかに報告書を提出するものとする。ただし、上記３のように環境影響が著しいものとなることが

明らかになった場合又は環境影響評価の結果との間に不整合が生じた場合で、追加的な事後調査を実施

した場合にあっては、調査終了後速やかに知事に報告書を提出するものとする。 

 

 

第１０ 方法書、準備書、評価書及び事後調査報告書

の構成 

１ 方法書の構成 

方法書は、原則として、次に掲げる構成により作成するものとする。 

⑴ 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

⑵  対象事業の名称、目的及び内容(既に決定されているものに限る。) 

ア 対象事業の名称 

イ 対象事業の目的(対象事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定されている 

事業活動その他の人の活動を含む。) 

ウ 対象事業の内容 

(ｱ) 対象事業の種類 

(ｲ) 対象事業の規模 

(ｳ) 対象事業実施区域の位置 

(ｴ) 対象事業に係る施設及び工作物の構造又は配置並びに土地利用 

(ｵ) 事業の実施期間及び工法等の工事計画の概要 
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(ｶ) 土石捨場又は採取場の位置及び規模 

(ｷ) 対象事業に係る許認可等の種類及び内容 

⑶ 対象事業実施区域及びその周囲の概況(特別配慮地域又は配慮地域の分布状況を含む。) 

⑷ 事業計画を策定するに当たり環境の保全の見地から配慮する事項 

⑸ 事業計画を策定するに当たり地球環境の保全の見地から配慮する事項 

⑹ 環境影響要因と環境影響評価の項目のマトリックス表 

⑺ 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

⑻ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 

２ 準備書の構成 

準備書は、原則として、次に掲げる構成により作成するものとする。 

⑴ 前記１に掲げる事項 

⑵ 調査結果の内容 

⑶ 予測結果の内容 

⑷ 評価結果の内容 

⑸ 環境保全措置の内容 

⑹ 環境影響の総合的評価 

⑺ 事後調査の計画その他環境の状況を把握するための措置の内容 

⑻ 事後調査の結果により環境影響が著しいものとなることが明らかになった場合の対応方針 

⑼ 事後調査結果の報告の時期及び公表の方法 

⑽ 方法書に係る環境保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

⑾ 方法書に係る知事の意見 

⑿ 10及び11の意見に対する事業者の見解 

⒀ 方法書に係る記載事項の修正内容及びその理由 

⒁ 委託を受けた者の氏名及び住所 

３ 評価書の構成 

評価書は、原則として、次に掲げる構成により作成するものとする。 

⑴ 前記２に掲げる事項 

⑵ 準備書に係る環境保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

⑶ 準備書に係る知事の意見 

⑷ ２及び３の意見に対する事業者の見解 

⑸ 準備書に係る記載事項の修正内容及びその理由 

⑹ 委託を受けた者の氏名及び住所 

４ 事後調査報告書の構成 

事後調査報告書は、原則として、次に掲げる構成により作成するものとする。 

⑴ 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

⑵ 対象事業の名称、目的及び内容 

⑶ 対象事業の実施状況 

⑷ 事後調査の結果と予測及び評価の結果との比較(追加的に実施した事後調査の結果を含む。) 

⑸ 環境保全措置の実施状況 

⑹ 事後調査の結果に基づき、見直した環境保全措置の内容 

⑺ 委託を受けた者の氏名及び住所 
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５ 留意事項 

方法書、準備書及び評価書の作成にあたっては、次の事項に留意することとする。 

⑴ 環境影響評価の結果については、選定項目ごとに整理すること。 

⑵  調査結果や環境保全措置の検討状況等を詳細に記述する必要が生じたときは、別に資料編を作成し   

準備書又は評価書の附属資料として添付すること。 

⑶  調査、予測及び評価に用いた文献、資料等(記録、写真、標本等を含む。)については、公表できる

ように整理保管しておくこと。 

⑷  表現は、図表等を効果的に用いて簡潔かつ平易な文書表現となるよう配慮し、必要に応じて用語解

説を行うこと。 

⑸  既存文献等を引用又は聞き取りを行った場合には、既存文献等の出典(名称、著者、発行者、発行年

度、引用した部分又は聞き取りの日時及び相手方等)を整理しておくこと。
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第１１ 調査 

 

第７の１で選定した予測、評価項目について、次により調査等を行うものとする。 

 

１ 環境の構成要素の良好な状態の保持 

⑴ 大気質 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模及び地域の概況を勘案し、大気質に及ぼす影響を適切に把握

し得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選

択する。 

(ｱ) 二酸化硫黄 

(ｲ) 二酸化窒素及び一酸化窒素 

(ｳ) 一酸化炭素 

(ｴ) 浮遊粒子状物質 

(ｵ) 微小粒子状物質 

(ｶ) ベンゼン等 

(ｷ) ダイオキシン類 

(ｸ) 炭化水素(非メタン炭化水素) 

(ｹ)  有害大気汚染物質(大気汚染防止法施行令第１条の有害物質を参照) 

(ｺ)  その他必要な項目 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類及び規模、気象の状況等を考慮して、対象事業の実施が大気質に影

響を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、大気質の現況濃度とする。この場合において、必要に応じて気象の状況(風向、

風速)及び地形等の状況を調査する。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、気象の状況等を考慮して、年間を通した大気質の変化を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、大気質の変化を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ 大気質の状況 

環境基準が設定されている物質の測定方法は「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48

年環境庁告示第25号)又は「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年環境庁告示第38号)

に定める方法による。ただし、これらと同等以上の測定結果が得られる適切な測定方法がある場

合には、その方法によることができる。 

なお、次に掲げる物質に係る通達等を参考にすること。 

(a) 二酸化硫黄 

「大気汚染に係る環境基準について」(昭和48年６月12日環境庁大気保全局長通達)及び

「大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について」(平成８年10月25日環境庁大気保全局
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長通達) 

(b) 二酸化窒素及び一酸化窒素 

「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」(昭和53年７月17日環境庁大気保全局長通

達)、「二酸化窒素の測定方法の変更に伴う措置等について」(昭和53年８月１日環境庁大

気保全局企画課長通達)及び「大気中の二酸化硫黄等の測定方法の改正について」 

(c) 一酸化炭素 

「一酸化炭素に係る環境基準について」(昭和45年２月20日閣議決定) 

(d) 浮遊粒子状物質 

「浮遊粒子状物質に係る測定方法について」(昭和47年６月１日環境庁大気保全局長通達)

及び「浮遊粒子状物質に係る測定方法の改定について」(昭和56年６月25日環境庁大気保全

局長通達) 

(e) 微小粒子状物質 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成21年環境省告示第33

号) 

(f) ベンゼン等 

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成９年環境庁告示第４号) 

(g) ダイオキシン類 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の

汚染に係る環境基準について」(平成11年環境庁告示第68号) 

環境基準が設定されていない物質の測定方法は、次に掲げる方法等による。ただし、これらと

同等以上の測定結果が得られる適切な測定方法がある場合には、その方法によることができる。 

(a) 炭化水素(非メタン炭化水素) 

「環境大気中の鉛・炭化水素の測定方法について」(昭和52年３月29日環境庁大気保全局長

通達) 

(b) 有害大気汚染物質 

「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成31年３月環境省水・大気環境局大気環境課

編) 

ｂ 気象の状況 

気象の調査は、「気象年報」(気象庁編)等既存資料の整理・解析及び現地調査による。 

ｃ 地形等の状況 

地形等の調査は、地形図等既存資料の整理・解析及び現地調査の方法による。 

 (ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、季節変化及び環境基準の達成状況等を整理することにより行う。 

 

⑵ 水質 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模、水域(地下水を含む。以下同じ。)の特性等を勘案し、水

質に及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価

を行うために必要な項目を選択する。 

(ｱ) 生活環境の保全に関する項目(水質汚濁防止法施行令第３条の項目を参照) 

(ｲ) 人の健康の保護に関する項目(水質汚濁防止法施行令第２条の物質を参照) 
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(ｳ) ダイオキシン類 

(ｴ) その他必要な項目 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模、水域の状況等を考慮して、対象事業の実施が水質に影響を

及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、水質の現況濃度及び水域の状況(流量、流速)とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、水域の特性を考慮し、年間を通した水質の変化を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、水質の変化を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ  水質の状況 

(a) 採水方法 

採水方法は、「水質調査方法」(昭和46年９月30日環境庁水質保全局長通知)に定める方法

による。 

(b) 分析方法 

分析方法は、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)に定める

方法等による。 

ｂ 水域の状況 

測定方法は、「水質調査方法」に定める方法による。 

ｃ ダイオキシン類の状況 

測定方法は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及

び土壌の汚染に係る環境基準について」に定める方法による。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、季節変化及び環境基準の達成状況等を整理することにより行う。 

 

⑶ 水象 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模、水域の特性等を勘案し、水象に及ぼす影響を適切に把握し

得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要な項目を選択

する。 

(ｱ) 河川及び水路等の位置、規模、流域、断面構造に関する項目 

(ｲ) 河川等の流量、水位その他流況に関する項目 

(ｳ) 地下水及び湧水の賦存状況に関する項目 

(ｴ) 湖沼の水位、流出入水量、水深、貯水量その他流況に関する項目 

(ｵ) 河川等の形態、浸食、堆砂の状況 

(ｶ) 洪水の履歴・状況 

(ｷ) 水利用現況(水面利用を含む。) 

(ｸ) その他必要な項目 
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イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模、水域の流況等を考慮して、対象事業の実施が水象に影響を

及ぼすと予想される範囲とし、既存の事例や簡易の試算等を参考に設定する。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、水域の流況(流量、流速、水深、貯水量、地下水の水脈、賦存量、水位及び流向 

等)及び水域の形態、浸食、堆砂の状況等とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、地形・地質の状況及び流域の状況、河川等との合流並びに利水の状況等を踏まえ、

豊水期又は渇水期等の季節変化及び周囲の区域の取水・排水の状況等を考慮し、年間を通した水

象の変化を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、地形・地質の状況及び流域の状況、河川等との合流並びに利水の状況等を考慮し

周囲の区域の取水・排水の状況等も踏まえ、水象の変化の状況を適切かつ効率的に把握し得る地

点とする。 

(ｴ)  測定方法 

調査方法は、既存文献等により河川、地下水及び湖沼の流況を把握することとし、必要に応じ

て現地調査を行う。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、季節変化等を整理することにより行う。 

 

⑷ 土壌 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模、地域の概況等を勘案し、環境に及ぼす影響を適切に把握し

得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択

する。 

(ｱ) 特定有害物質(土壌汚染対策法施行令第１条の物質を参照) 

(ｲ) 銅 

(ｳ) ダイオキシン類 

(ｴ) その他必要な項目 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類及び規模等を勘案し、土壌が汚染されると予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、対象事業用地等の土壌の現況濃度とする。 

この場合において、必要に応じて対象事業用地について、過去の土地利用等の経緯(以下「地

歴」という。)を調査する。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、土壌の現況濃度を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、土壌の現況濃度を把握し得る地点とする。 
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(ｴ) 測定方法 

ａ 土壌の現況 

測定方法は、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成３年環境庁告示第46号)及び「ダ

イオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係

る環境基準について」に定める方法による。 

ｂ 地歴 

地歴の調査は、既存資料の整理・解析及び現地調査による。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、測定結果等を周辺の土地利用の状況等を勘案して整理する。 

 

⑸ 騒音 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模、地域概況等を勘案し、対象事業の実施による騒音が環境に

及ぼす影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行

うために必要なものを選択する。 

(ｱ) 環境騒音 

(ｲ) 工場騒音 

(ｳ) 建設作業騒音 

(ｴ) 道路交通騒音 

(ｵ) 新幹線鉄道騒音 

(ｶ) 航空機騒音 

(ｷ) 低周波音 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模等を考慮して、対象事業の実施による騒音が環境に影響を及

ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、騒音の現況(発生源の状況を含む。)とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、騒音の実態を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、地域の概況を考慮して、騒音の分布を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ  騒音の状況 

(a) 環境騒音 

測定方法は、「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)に定める方法 

による。 

(b) 工場騒音 

工場騒音の測定方法は、「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43 

年厚生・農林・通商産業・運輸省告示第１号)に定める方法による。 

(c) 建設作業騒音 
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建設作業騒音の測定方法は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」 

(昭和43年厚生・建設省告示第１号)に定める方法による。 

(d) 道路交通騒音 

道路交通騒音の測定方法は、「騒音に係る環境基準について」に定める方法による。 

(e) 新幹線鉄道騒音 

新幹線鉄道騒音の測定方法は、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境 

庁告示第46号)に定める方法による。 

(f) 航空機騒音 

航空機騒音の測定方法は、「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第  

154号)に定める方法による。 

(g) 低周波音 

低周波音の測定方法は、低周波音の測定に適する特性を有する測定器及び周波数分析器 

を用い「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(平成12年環境庁)に定める方法によ

る。 

ｂ 交通量 

自動車の種類ごとの交通量を調査する。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、環境基準の達成状況等を整理することにより行う。 

 

⑹ 振動 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模、地域の概況等を勘案し、対象事業の実施による環境に及ぼ

す影響を適切に把握し得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うた

めに必要なものを選択する。 

(ｱ) 環境振動 

(ｲ) 工場振動 

(ｳ) 建設作業振動 

(ｴ) 道路交通振動 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模等を考慮して、対象事業の実施による振動が環境に影響を及

ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、振動の現況(発生源の状況を含む。)とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、振動の実態を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、地域の概況を考慮して、振動の分布を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ 振動 

(a) 環境振動 
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測定方法は、日本産業規格Z8735に定める方法による。 

(b) 工場振動 

測定方法は、「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年環境庁 

告示第90号)に定める方法による。 

(c) 建設作業振動 

測定方法は、「振動規制法施行規則」(昭和51年総理府令第58号)に定める測定方法によ 

る。 

(d) 道路交通振動 

測定方法は、「振動規制法施行規則」に定める方法による。 

ｂ 交通量 

自動車の種類ごとの交通量を調査する。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、振動レベル等を整理することにより行う。 

 

⑺ 地盤 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 地盤の状況 

(ｲ) 地下水の採取に伴って発生する地盤の沈下 

(ｳ) 地下水位 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模、地下水、地質の状況等を勘案して、対象事業の実施に伴う

地下水の採取により、地下水位の低下及び地盤沈下が生じるおそれのある範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、地盤沈下の状況、地形・地質・土質の状況、地下水の水位及び地下水の利用状況

とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、季節変動等を考慮して、地下水の状況及び地盤沈下の状況を把握し得る期間とす

る。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、地形等の状況、地下水の状況及び地盤沈下の状況を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ 地盤沈下 

地盤沈下の調査は、「栃木県地盤変動・地下水位調査報告書」等既存資料の整理・解析及び

現地調査による。 

ｂ 地質等 

地質の調査は、ボーリング調査、物理探査等現地調査の方法による。土質試験は、「日本産

業規格」等の方法による。 

ｃ 地下水位 

地下水位の調査は、井戸又は観測井を用いる方法による。 
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ｄ 地下水の利用状況 

地下水の利用状況の調査は、既存文献等により利用の実態を把握することにより行い、必要

に応じて現地調査を行う。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、地下水位の季節変化等を整理し、地盤の状況との関連等を解析する

ことにより行う。 

 

⑻ 悪臭 

ア 調査項目 

調査項目は、対象事業の種類、規模及び地域の概況を勘案し、環境に及ぼす影響を適切に把握し

得るよう十分に配慮して、次に掲げる項目のうちから予測及び評価を行うために必要なものを選択

する。 

(ｱ) 臭気指数 

(ｲ) その他必要な項目 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模、気象の状況等を考慮して、対象事業の実施による臭気が環

境に影響を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、臭気の状況、気象の状況(風向・風速)及び地形等の状況とする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、年間を通じた変化が把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、臭気の変化を把握し得る地点とする。 

(ｴ) 測定方法 

ａ 悪臭物質の状況 

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(平成７年環境庁告示第63号)に定める方法等に

よる。 

ｂ 気象の状況 

気象の調査は、「気象年報」等既存資料の整理・解析及び現地調査による。 

ｃ 地形等の状況 

地形等の状況の調査は、地形図等の既存資料の整理・解析及び現地調査による。 

(ｵ) 調査結果 

調査結果のとりまとめは、季節変化等を整理することにより行う。 

 

⑼  地形・地質 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 地形・地質の種類 

(ｲ) 地質構造 

(ｳ) 分布状況 
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(ｴ) 特異な自然現象が生じている土地 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模及び地域の特性等を考慮して、対象事業の実施が地形・地質

に影響を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、調査項目について地形分類図、表層地質図及び土壌図等既存資料の整理・解析及

び現地調査による。現地調査は、次に掲げるところによる。 

ａ 地形・地質については、測量・ボーリング調査、物理探査等の現地調査による。 

ｂ 土質試験は、「日本産業規格」等の方法による。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、地形・地質の現況を適切かつ効率的に把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

地形・地質の特性について解析する。 

 

⑽ 反射光 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 土地利用の状況 

(ｲ) 地形の状況 

イ 調査範囲 

調査範囲は、反射光の特性を踏まえ、反射光に係る環境影響を受けるおそれがある範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

調査内容は、調査項目について文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情 

報の整理及び解析による。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、反射光の特性を踏まえ、調査範囲における反射光に係る環境影響を予測し、及び 

評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯とする。 

(ｳ) 調査地点 

調査地点は、反射光の特性を踏まえ、調査範囲における反射光に係る環境影響を予測し、及び 

評価するために適切かつ効果的な地点とする。 

(ｴ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

２ 生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

⑴ 植物 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 植物の状況 

調査対象は、種子植物、シダ植物及びその他必要な植物とする。 
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ａ 植物個体 

(a) 植物相の状況 

(b) 注目される種の分布及び生育状況 

ｂ 植物群落 

(a) 群落の種類、種組成、構造、分布状況及び群落と立地条件との関係(必要に応じ潜在自然 

植生についての考察を含む。) 

(b) 注目される植物群落の分布及び生育状況 

(ｲ) 緑の量(緑被率及び緑視率) 

(ｳ) 生育環境 

地形、地質、土壌、水象及び日照等の状況 

(ｴ) 植物と生育環境との相互関係 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模及び地域の特性等を考慮して、対象事業の実施が植物に影響

を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

ａ 植物の状況 

植物の調査は、植生図等既存資料の整理・解析及び現地調査による。現地調査は、既存の調

査手法による。 

ｂ 緑の量 

緑の量の調査は、空中写真等既存資料の整理・解析及び現地調査による。現地調査は、緑視

率については写真撮影の手法による。 

ｃ 生育環境 

生育環境の調査は、植生図等既存資料の整理・解析及び現地調査による。現地調査は、次に

掲げるところによる。 

(a) 土壌については、土壌断面調査の手法による。 

(b) その他については、関連する他の予測・評価項目の調査手法を参考に調査する。 

ｄ 植物と生育環境との相互関係 

代表的な地点を選び、植物の状況及び生育環境の調査結果をもとにして、断面模式図等を描

く方法による。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、植物の生育状況を把握するために適した時期及びその四季変動を十分把握し得る

期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

⑵ 動物 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 動物の状況 

調査対象は、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類及びその他必要な動物とする。 
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ａ 動物相の状況 

ｂ 注目される種の分布、生息状況、食性及び行動様式 

(ｲ) 生息環境 

ａ 地形、地質、土壌及び水象の状況 

ｂ 微気候、植生の状況及び植生の垂直的階層構造 

(ｳ) 動物と生息環境との相互関係 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模及び地域の特性等を考慮して、対象事業の実施が動物に影響

を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

ａ 動物の状況 

動物の調査は、自然環境保全基礎調査等既存資料の整理・解析及び現地調査による。現地調

査は、既存の調査手法により、必要に応じて聞き取り調査を加えることとする。 

ｂ 生息環境 

生息環境の調査は、関連する他の予測・評価項目の調査結果の整理及び現地調査による。現

地調査は、地形、地質、土壌、微気候、水象及び植生について、関連する他の予測・評価項目

の調査手法を参考に調査する。 

ｃ 動物と生息環境との相互関係 

動物と生息環境の調査結果をもとにして、対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地

域における、環境類型別・季節別の補食関係及び空間利用状況について量的関係を考慮して、

断面模式図等を描く方法による。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、動物の生息状況を把握するために適した時期及びその四季変動を十分把握し得る

期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

⑶ 生態系 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 構成 

ａ 動物・植物その他の自然環境に係る概況 

ｂ 生態系の構成 

(a) 構成種 

(b) 存在状況 

(c) 広がり又は遷移の状況 

(d) 相互関係 

(e) 種の多様性 

(ｲ) 地域の生態系を特徴づける指標種 

ａ 生態及び生態系における位置づけ 
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ｂ 分布の状況 

ｃ 生息環境又は生育環境の状況 

ｄ 他の動植物種との相互関係 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模及び地域の特性等を考慮して、対象事業の実施が生態系に影

響を及ぼすと予想される範囲(地域又は経路)とする。なお、動物及び植物の調査範囲を参考に必要

に応じて範囲を拡大して設定するものとする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

ａ 構成 

非生物的要素(地形・地質、気象、水象等)及び生物的要素(植生、植物相及び動物相等の状況

等)及び人為的状況(大気汚染、水質汚濁、土地の改変等)の調査結果に基づき、既存文献等又は

専門家の意見を参考に現地調査による情報の収集並びに整理・解析その他の方法で各要素間の

関連図を作成する等により、生態系の構成を推測する方法等とする。 

ｂ 地域の生態系を特徴づける指標種 

既存文献資料等又は専門家の意見を参考に、当該環境単位の特性に応じ、地域の生態系を特

徴づける指標種として生態系の上位に位置するという上位性、生態系の特徴をよく現すという

典型性及び特殊な環境の指標となる特殊性を有する種並びに生物群集の相互関係の要になる種、

特定の環境条件に依存する種群を代表する種及び危急的な種等を複数選定し、これらの種の分

布、生息・生育環境の状況及び他の動植物との相互関係を調査することにより、その現況を確

認する方法等とする。 

なお、並行して進められる動植物の調査結果を踏まえ、必要に応じて、指標種を選定し直す

ものとする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、生態系の概況(指標種と生物種の関係、生息、生育環境との関係等)を把握するた

めに適した時期及びその四季変動を十分把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

３ 地域景観の保全と触れ合い活動の場の確保 

⑴ 景観 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 景観の特性 

ａ 建築物、緑地、河川、道路等の景観構成要素及びそれらが集合体として果たしている地域景

観の特性 

(ｲ) 眺望の状況 

ａ 代表的な眺望地点の位置及び分布状況 

ｂ 眺望地点からの眺望景観の特徴及び眺望領域並びに景観資源の種類及び分布状況 

イ 調査範囲 

調査範囲は、対象事業の種類、規模及び地域の特性等を考慮して、対象事業の実施が景観に影響
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を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

ａ 景観の特性 

景観の特性の調査は、既存資料の整理・解析及び現地調査による。現地調査は、次に掲げる

ところによる。 

写真撮影、模型の作成等により、景観調査表又はイメージマップ等景観図を作成する。  

ｂ 眺望の状況 

眺望の状況の調査は、眺望地点からの景観の特徴及び展望領域等について資料の収集・整理

写真撮影等の現地調査による。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、景観の現況及び四季変動を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

⑵ 人と自然との触れ合い活動の場 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

日常的又は非日常的な人と自然との触れ合い活動の場又は施設の位置、内容及び利用状況 

イ 調査範囲 

調査範囲は、事業の実施が人と自然との触れ合い活動の場として不特定多数の者の利用に供され

る地域の自然的特性に影響を及ぼすと予想される範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

人と自然との触れ合い活動の場の現況について、既存の資料の整理・解析及び現地調査による。

現地調査は、聞き取り調査等により主要な利用地域、施設の位置を図面に表示するとともに、施

設の規模、構造等を明らかにする。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、人と自然との触れ合い活動の場の現況及び四季変動を適切かつ効率的に把握し得

る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その特性について解析する。 

 

４ 環境への負荷の低減 

⑴ 廃棄物等 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ) 発生する廃棄物及び建設副産物(以下「廃棄物等」という。)の種類と発生量及びその特性並び

に廃棄物等の処理計画 

(ｲ) 廃棄物等の減量化又は再利用の状況 

(ｳ) 周辺の主要な処理施設の位置、内容又は利用状況 
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イ 調査範囲 

調査範囲は、事業の実施により発生する廃棄物等が地域の生活環境に影響を及ぼすと予想される

範囲とする。 

ウ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

廃棄物等の発生の状況について、既存の資料の整理・解析及び事業計画に基づき、発生する廃

棄物等の種類及び発生量を算出する。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、事業計画に基づき発生する廃棄物等の種類及び発生量を適切かつ効率的に把握し

得る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その状況について解析する。 

 

⑵ 温室効果ガス等 

ア 調査項目 

調査項目は、次に掲げる項目とする。 

(ｱ)  排出する温室効果ガス(ＣＯ２ 等をいう。以下同じ。)及びオゾン層破壊物質(フロン類等をい

う。以下同じ。)の種類及び発生量、吸収量並びに使用量 

(ｲ) 排出する温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の処理計画 

(ｳ) 温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の削減又は代替の状況 

イ 調査方法 

(ｱ) 調査内容 

温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の排出の状況について、既存の資料の整理・解析及び事業

計画に基づき、温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の種類及び発生量、吸収量並びに使用量を計

算する。 

(ｲ) 調査期間 

調査期間は、事業計画に基づき温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の種類及び排出量又は使用

量等の状況を把握し得る期間とする。 

(ｳ) 調査結果 

調査結果の解析は、調査項目の現況を把握し、その状況について解析する。 
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第１２ 予測 

 

１ 環境の構成要素の良好な状態の保持 

⑴ 大気質 

ア 予測内容 

予測内容は、大気質に変化を及ぼすと予想される物質(大気中における生成過程等が明らかでない

反応二次生成物質は除く。)の大気中における濃度又は飛散・降下する量(飛散・降下する量の予測

が困難な場合は、飛散・降下する範囲。)とする。 

なお、予測は、長期平均値で行うものとし、短期平均値についても予測することが可能な場合に

は、併せて行う。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、対象事業の種類、気象条件、地形等の状況等を考慮して、次に掲げる予測手法のうちか

ら適切なものを選択し、又はその組み合わせの手法による。 

(ｱ) 大気拡散式 

ａ プルームモデル 

ｂ パフモデル 

(ｲ) 模型実験又は野外拡散実験 

(ｳ) 類似事例の参照 

 

⑵ 水質 

ア 予測内容 

予測内容は、対象事業の実施により、水質等に変化を及ぼすと予想される調査項目の水中又は底

質中における濃度とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、対象事業の種類、規模、流況等の水域の特性等を考慮して、次に掲げる予測手法のうち

から選択した適切な方法による。 

(ｱ) 単純混合式 

(ｲ) その他適当と認められる理論計算式 

(ｳ) 類似事例の参照 

 

⑶ 水象 

ア 予測内容 

予測内容は、対象事業の実施により、直接的又は間接的に水象に変化を及ぼすと予想される以下

の項目に対する変化の程度又は消滅の有無を予測する。 

(ｱ) 河川及び湖沼等の流況 

(ｲ) 地下水の賦存状況 

(ｳ) 利水及び水面利用等 
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イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

直接的影響は、対象事業の種類、規模、流況等の水域の特性等を考慮して、次に掲げる予測手法

のうちから適切なものを選択する。 

また、間接的影響は、類似事例又は経験則等により予測する。 

(ｱ) 数理モデルによる流況計算 

(ｲ) 水理模型実験等の実験式 

(ｳ) 現地実験 

(ｴ) 類似事例の参照 

(ｵ) その他適当と認められる方法 

 

⑷ 土壌 

ア 予測内容 

予測内容は、対象事業の実施により、土壌に影響を及ぼすと予想される物質の土壌中の濃度とす

る。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、対象事業の種類、規模等を考慮して、類似事例を参照する方法等による。 

 

⑸ 騒音 

ア 予測内容 

予測内容は、騒音の種類ごとに次に掲げる内容とする。 

(ｱ) 工場騒音 

騒音レベル(代表する又は問題を生じやすい時間帯の騒音レベル)とする。 

(ｲ) 建設作業騒音 

騒音レベル(著しい騒音を発生する工程における騒音レベル)とする。 

(ｳ) 道路交通騒音 

等価騒音レベルとする。 

(ｴ) 新幹線鉄道騒音 

騒音ピークレベル(連続して通過する20本の列車)とする。 

(ｵ) 航空機騒音 

ＷＥＣＰＮＬ又は時間帯補正等価騒音レベル(Ｌｄｅｎ )とする。 

(ｶ) 低周波音 

対象事業の実施による低周波音の及ぶ地域の範囲及びその程度(音圧レベル)とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、次に掲げる手法のうちから適切なものを選択し、又は組み合わせた方法による。 

(ｱ) 伝搬理論計算式 
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(ｲ) 類似事例の参照又は経験的回帰式 

(ｳ) 模型実験、実地実験 

 

⑹ 振動 

ア 予測内容 

予測内容は、振動の種類ごとに次に掲げる内容とする。 

(ｱ) 工場振動 

振動レベル(代表する又は問題を生じやすい時間帯の振動レベル)とする。 

(ｲ) 建設作業振動 

振動レベル(著しい振動を発生する工程における代表的な振動レベル)とする。 

(ｳ) 道路交通振動 

振動レベル(80％レンジの上端値)とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、対象事業の種類、特性等発生源側の状況等を考慮し、次に掲げる予測手法のうちから適

切なものを選択し、又は組み合わせた方法による。 

(ｱ) 伝搬理論計算式 

(ｲ) 類似事例の参照又は経験的回帰式 

(ｳ) 実地実験 

 

⑺ 地盤 

ア 予測内容 

予測内容は、対象事業の実施に伴う地下水位の低下及び地盤の沈下量とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測手法は、類似事例の参照又は圧密理論、井戸公式等の理論式による。 

 

⑻ 悪臭 

ア 予測内容 

予測内容は、対象事業の実施に伴う臭気指数とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、対象事業の種類、気象条件、地形等の状況等を考慮して、次に掲げる予測手法のうちか

ら適切なものを選択し、又は組み合わせた手法による。 

(ｱ) 大気拡散式 

ａ プルームモデル 

ｂ パフモデル 

(ｲ) 模型実験又は野外拡散実験 
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(ｳ) 類似事例の参照 

 

⑼ 地形・地質 

ア 予測内容 

予測内容は、地形・地質の変化の程度及び内容の変化とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、類似事例の参照により行う。 

    

⑽ 反射光 

ア 予測内容 

予測内容は、反射光に係る環境影響とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、類似事例の引用又は解析とする。 

 

２ 生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

⑴ 植物 

ア 予測内容 

予測内容は、次に掲げる事項とする。 

(ｱ) 植物の消滅の有無及び改変の程度並びに植生改変が周辺の植生に及ぼす影響 

(ｲ) 緑の量の変化 

(ｳ) 生育環境の変化 

(ｴ) 植物と生育環境との相互関係の変化 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、類似事例の参照又は解析等により行うこととし、できるだけ定量的に行うものとする。 

 

⑵ 動物 

ア 予測内容 

予測内容は、次に掲げる事項とする。 

(ｱ) 動物の変化の程度 

(ｲ) 生息環境の変化 

(ｳ) 動物と生息環境との相互関係の変化 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、類似事例の参照及び解析等により行うこととし、できるだけ定量的に行うものとする。 
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⑶ 生態系 

ア 予測内容 

予測内容は、次に掲げる事項とする。 

(ｱ) 構成の変化 

(ｲ) 指標種の分布の変化 

(ｳ) 指標種の生息環境又は生育環境の変化 

(ｴ) 指標種と他の動植物種との相互関係の変化 

(ｵ) 生物の生息・生育空間の連続性及び種の多様性の確保 

イ 予測範囲 

動植物その他自然環境の特性及び地域の生態系を特徴づける指標種の特性を踏まえ、地域の生態

系を特徴づける指標種に係る環境影響を受けるおそれがある地域 

ウ 予測手法 

動植物その他自然環境の特性及び地域の生態系を特徴づける指標種の特性を踏まえ、指標となる

構成要素に対する影響の有無及びその程度について、類似事例の参照により、できるだけ定量的に

整理・解析することにより行うものとする。 

 

３ 地域景観の保全と触れ合い活動の場の確保 

⑴ 景観 

ア 予測内容 

予測内容は、次に掲げる事項のうち必要なものとする。 

(ｱ) 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

(ｲ) 代表的な眺望地点の改変の程度及びその地点からの眺望の変化の程度 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測手法は、次に掲げる方法のうち適切なものを選定する。 

(ｱ) 完成予想図又は合成写真の作成 

(ｲ) イメージマップ等景観図の作成 

(ｳ) 周辺地域を含めた模型の作成 

 

⑵ 人と自然との触れ合い活動の場 

ア 予測内容 

予測内容は、レクリエーション資源及び日常的又は非日常的な人と自然との触れ合い活動の場の

消滅の有無及び改変の程度並びに利用環境の変化とする。 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測は、類似事例の参照又は解析等により行う。 
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４ 環境への負荷の低減 

⑴ 廃棄物等 

ア 予測内容 

(ｱ) 廃棄物等の種類及び発生量 

(ｲ) 廃棄物等の減量化、再利用等の状況 

(ｳ) 地方公共団体の環境保全施策に及ぼす影響 

イ 予測範囲 

予測範囲は、調査範囲に準ずる。 

ウ 予測手法 

予測手法は、次に掲げる方法のうち適切なものを選定する。 

(ｱ) 類似事例の参照 

(ｲ) その他適当と認められる方法 

 

⑵ 温室効果ガス等 

ア 予測内容 

(ｱ) 温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の種類及び排出量並びに使用量等 

(ｲ) 温室効果ガス及びオゾン層破壊物質の排出抑制及び代替の内容 

イ 予測手法 

予測手法は、次に掲げる方法のうち適切なものを選定する。 

(ｱ) 類似事例の参照 

(ｲ) その他適当と認められる方法 
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第１３ 評価 

それぞれの選定項目について、関連する他の項目の調査及び予測結果や環境保全措置の検討結果をと

りまとめ、他の選定項目に係る環境要素に及ぼす環境影響を含め、評価結果の相互の関係を検討するこ

とにより総合的に評価を行う。 

 

１ 環境の構成要素の良好な状態の保持 

⑴ 大気質 

評価基準 

環境基準等、濃度指針又は排出基準等を参考に、大気汚染物質濃度の変化による生活環境及び自然

環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑵ 水質 

評価基準 

環境基準等を参考に、現況水質、利水目的等を考慮し、水質の変化による生活環境及び自然環境へ

の影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑶ 水象 

評価基準 

現況流況、利水目的及び水面利用等を考慮し、河川流量、水位その他水象の変化による生活環境及

び自然環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑷ 土壌 

評価基準 

土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令(昭

和46年政令第204号)に定める基準等を考慮し土壌汚染による生活環境及び自然環境への影響の回避、

低減が最大限図られていること。 

 

⑸ 騒音 

評価基準 

環境基準等を参考に、騒音の変化による生活環境及び自然環境への影響の回避、低減が最大限図ら

れていること。 

 

⑹ 振動 

評価基準 

振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく規制基準等を参考に、振動の変化による生活環境及び

自然環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑺ 地盤 

評価基準 

ア 既に地盤沈下が発生している地域においては、さらに地盤沈下を進行させない基準とすること。 

イ 現在、地盤沈下が発生していない地域においては、新たに地盤沈下を生じさせない基準とするこ
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と。 

 

⑻ 悪臭 

評価基準 

悪臭防止法施行規則(昭和47年 5月30日総理府令第39号)に基づく規制基準及び栃木県生活環境の保

全等に関する条例施行規則第25条(平成17年１月31日栃木県規則第１号)に基づく遵守事項を参考に、

臭気の変化による生活環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑼ 地形・地質 

評価基準 

地形・地質の変化による生活環境及び自然環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑽ 反射光 

      評価基準 

反射光による生活環境及び自然環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

２ 生物多様性の確保及び自然環境の体系的保全 

⑴ 植物 

評価基準 

ア 次の基本方針を満足すること。 

(ｱ) 自然環境保全基本方針(昭和48年総理府告示第30号) 

(ｲ) 自然環境の保全及び緑化に関する基本方針(昭和50年栃木県告示第 214号) 

イ 植物相及び植生並びに生育環境の変化による生活環境及び自然環境への影響の回避、低減が最

大限図られていること。 

 

⑵ 動物 

評価基準 

ア 次の基本方針を満足すること。 

(ｱ) 自然環境保全基本方針 

(ｲ) 自然環境の保全及び緑化に関する基本方針 

イ 動物相及び生息環境の変化による生活環境及び自然環境への影響の回避、低減が最大限図られて

いること。 

 

⑶ 生態系 

評価基準 

ア 次の基本方針を満足すること。 

(ｱ) 自然環境保全基本方針 

(ｲ) 自然環境の保全及び緑化に関する基本方針 

イ 植物相、動物相及び指標種の生息・生育環境に代表される生態系の変化による生活環境及び自

然環境への影響の回避、低減が最大限図られていること。 
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３ 地域景観の保全と触れ合い活動の場の確保 

⑴ 景観 

評価基準 

景観の変化による地域景観への影響の回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑵ 人と自然との触れ合い活動の場 

評価基準 

人と自然との触れ合い活動の場の状況の変化による人と自然との触れ合い活動への影響の回避、低

減が最大限図られていること。 

 

４ 環境への負荷の低減 

⑴ 廃棄物等 

評価基準 

廃棄物等の排出量の変化及び廃棄物等の処理の状況の変化による生活環境及び自然環境への影響の

回避、低減が最大限図られていること。 

 

⑵ 温室効果ガス等 

評価基準 

排出する温室効果ガス、オゾン層破壊物質の量の変化による地球温暖化及びオゾン層破壊の防止に

向けた影響の回避、低減が最大限図られていること。 
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第１４その他 

 

１ この技術指針に定めるもののほか、環境影響評価等の実施に必要な事項については知事が別に定める。 

２ この技術指針は、令和２年12月１日以後、対象事業として実施されるものについて適用する。 

 

 


